
権利擁護支援セミナー
～県内市町の中核機関の取り組み～

成年後見制度などの本目:淡、どこへ本目:淡にイテったらいいの ?

そんな問題を抱えていませんか ?

成年後見制度の利用の促進に関する法律が制定され、
権利擁護支援が必要な方が適切に制度を利用できるように支援することを目的に
地域包括ネットワークづくりが進められています。そこで、市町に「中核機関」が設置
され運用を始めています。では、その「中核機関」とは ?

香川県内で実際に取り組んでいることについてお話をいただけますので、この機会
にぜひ参カロしてみませんか。

∈ ヨ 鵬 ∋ 斜 日3年 11月 8日 明 )13:30N15:30

∈遍aサンポートホール高松 【6階61会議室】

★Zoomミーティングによるオンライン配信もします
事前にオンライン視聴を申し込まれた方には、10月 26日以降、
視聴用∪RL等具体的な視聴手順を順次お知らせします。

鋼日町 三豊市、坂出市、高松市、東かがわ市

□鵬詢 福祉関係者・福祉に興味のある方

-1.中
核機関の役割について

三豊市健康福祉部介護保険課
社会福祉士 細川良士 様

2.各中核機関の取 り組みについて

三豊市健康福祉部介護保険課  坂出市社会福祉協議会
社会福祉士 細川良士 様   坂出市成年後見センター副所長 吉田典子 様

高松市社会福祉協議会    東かがわ市社会福祉協議会
地域福祉課権利擁護センター  地域福祉推進係 係長 森瑞光 様
センター長 丼上智恵 様            主事 森田玲緒奈 様

会場定員60名
申込締切

10月 25

3.質疑応答

||              ||   ‐
| |  |‐

お問い合わせ :

公益社団法人香川県社会福祉士会

TEL:(0877)98-0854 (平日9:00～ 16100)
E― mail:kagawa― csw@md,pikara.ne,jp

主催 : 公益社団法人香jll県社会福祉士会
後援 : 香川県、香川県社会福祉協議会 (予定)



公益社団法人香川県社会福祉士会
11月 8日ハイプリット講演会

権利擁護支援セミナー

◇お申込先・お申込方法

n E-mail rh+t[A(E*ur5
kagawa-csw@ md. pika ra.ne.jp

本会の他のアドレスでは申込できませんのでご注意下さい。
タイトルに「権利擁護支援セミナー参加希望」と記入。
本文には、団体名 (任意 )、 お名前 (ふりがな)、 電話番号、
参加方法 (会場・オンラインのいずれか)、

オンラインの場合は視聴するE‐mai:アドレスを記入して下さい。

※ご記入いただきました個人情報は、本講演会に関してのみ使用いたします。

2021,+10 825 n(E ) 定員になり次第、締め切ります。

オンライン視聴を申し込まれた方には、lo月 26日 以降、視聴用∪RL等の
具体的な視聴手順を順次お知らせします。

視聴手順を「kagawa―csw@md.plkara.ne,jp」 からお申込のメールアドレスにお送りします。
受信設定によリメールを受信できない場合がございますので、お申込み前に予めメール設定を
ご確認下さい。

◇お問い合わせ先■|||
公益社団法人香川県社会福祉士会 事務局
丁EL:(0877)98-0854


